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現
在
、
岡
山
県
下
に
お
い
て
、
警
察
官
や
金
融
庁
職
員
を
装
っ
て
、

「
詐
欺
グ
ル
ー
プ
を
捕
ま
え
た
、
あ
な
た
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

が
悪
用
さ
れ
て
い
る
」

と
の
電
話
か
ら
、
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
」
を
す
り
替
え
ら
れ
て
取
ら

れ
る
と
い
う
被
害
が
多
発
し
た
い
ま
す
。

令
和
元
年
9
月
時
点
で
、
岡
山
県
下
で
は
、

☆
特
殊
詐
欺
被
害
は
2
8
件

☆
被
害
総
額
は
6
千
5
3
0
万
円
（
前
年
同
時
期
3
件
9
0
万
円
）

☆
被
害
の
9
割
が
高
齢
者

と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
岡
山
県
警
は
初
の
　
「
緊
急
特
別
警
報
」
を
発
令
し
、
宇

垣
駐
在
所
で
も
巡
回
連
絡
や
各
撞
会
合
で
の
講
話
等
で
警
戒
活
動

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
各
会
合
で
の
講
話
等
の
依
頼
も
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。
被
害
に
合
わ
な
い
た
め
に
も
電
話
で
、
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
」
　
の

搬
雪
害
善
の
状
況

事
件
や
事
故
の
織
害
に
選
っ
た
織
善
書

や
そ
の
ご
豪
族
は
、
様
々
な
困
難
に
直

面
し
て
い
ま
す
。

話
が
出
れ
ば
詐
欺
と
思
い
以
下
の
点
を
注
意
し
て
下
さ
い
。

①
　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
は
出
さ
な
い
、
見
せ
な
い
。

※
警
察
官
や
金
融
庁
の
職
員
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を

預
か
っ
た
り
し
ま
せ
ん
。

②
　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
に
関
す
る
電
話

※
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
に
関
す
る
電
話

は
詐
欺
で
す
。
す
ぐ
に
電
話
1
1
0
番

通
報
し
ま
し
ょ
う
。

す
ぐ
に
電
話
に
出
る
の
で

は
な
く
、
留
守
番
電
話
機
能
、

防
犯
機
能
付
き
電
話
を
活
用

し
て
下
さ
い
。

被
害
善
等
が
平
穏
な
生
活
を
営
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
社
会
全
体
で
支
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

◇
　
犯
罪
搬
書
棚
談
窓
口

☆
お
か
や
ま
繊
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

0
8
6
－
　
2
3
3
－
8
3
4
9

月
～
金
‥
9
～
1
7
時

◇
　
民
間
の
般
雪
害
支
援
団
体

☆
公
叢
社
団
法
人
鞍
雪
害
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
お
か
や
ま
（
V
S
C
o
）

0
8
6
－
，
－
2
2
3
－
－
－
5
－
3
6
2

月
～
土
…
叩
～
1
6
時

☆
N
p
o
法
人
お
か
や
ま
犯
罪
搬
雪
害

サ
ポ
ー
ト
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ズ

0
8
6
－
－
2
4
5
－
－
7
8
3
†
l

土
…
1
0
～
1
6
時

◇
　
犯
罪
抜
書
給
付
制
度

通
り
魔
殺
人
等
の
犯
罪
祇
害
に
遭
わ

れ
た
搬
害
者
や
そ
の
ご
豪
族
に
国
か
ら

給
付
金
（
選
康
給
付
金
・
重
傷
馬
給
付

金
・
障
害
給
付
金
）
が
支
給
さ
れ
る
制

度
で
す
。

◇
　
犯
罪
搬
雪
害
週
間

毎
年
1
1
月
2
5
日
～
1
2
月
1
日
は
「
犯

罪
椴
善
書
週
間
」
　
で
す
。

県
民
の
皆
様
に
椴
雪
害
の
ふ
惜
等
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、

1
1
月
2
4
日
（
日
）
、
「
犯
罪
被
害
善
等
支

援
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
9
i
n
お
か
や
ま
」

（
参
加
無
料
）
を
開
催
し
、
鞍
雪
害
運
族

に
よ
る
講
演
を
請
い
ま
す
。
積
極
的
に

ご
講
く
だ
さ
い
。
－
下
露

田
　
園

か
ら
狩
猟
期
が
娼

ま
す
、
猟
銃
等
を
使
用
し

狩
猟
を
行
う
み
な
さ
ん
は
、

○
　
責
任
を
自
覚
し
喬
動

○
　
点
摸
整
備
や
猟
場
の
下
見

を
喬
う
な
と
、
計
画
性
の

あ
る
狩
猟

○
　
握
婚
前
に
は
、
狩
猟
に
使

用
す
る
鏡
ご
と
に
射
撃
練

習
を
行
う
。

○
　
銑
及
び
実
包
は
、
常
に

自
己
管
理
下
に
覆
く
。

○
　
銃
口
は
人
の
い
る
方
向
に

は
絶
対
に
向
け
な
い
。

○
　
実
包
の
裁
て
ん
は
、
発
射

時
綿
が
造
り
、
足
場
が
決
ま

っ
て
か
ら
循
い
、
発
射
の
必

要
が
な
く
な
っ
た
ら
必
ず
脱

色。○
　
銃
を
手
に
し
た
晦
は
．

必
ず
嚢
室
に
弾
が
入
っ
て
い

な
い
こ
と
を
確
認
。

○
　
発
射
す
る
直
前
ま
で
、

用
心
合
の
中
に
膳
を
入
れ

ない。

○
　
突
先
の
安
全
を
十
分
に
確

認
し
、
「
だ
ろ
う
判
断
」
　
で

発
射
し
な
い
。

ど
の
基
本
事
項

認
諾
露
峨
灘
、

し
ま
し
よ
う
。
　
　
　
　
＼

暮
し
ょ
う
。
誓
葦
∴

田
園
確
聞

1
0
月
中
、
字
垣
駐
在
所
管
内

発
生
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
県
内
で
は
特
殊
酢

が
多
発
し
て
い
ま
す
。

被
害
防
止
に
努
め
て
頂
き
、
普
掠

見
慣
れ
な
い
車
や
不
審
な
電
話
、
杢

喜
な
者
が
い
れ
ば
、
す
ぐ
に
、
そ
の
攫

で
「
l
1
0
番

通
報
」
　
を
行
う

よ
う
お
願
い
し

ま
す
。


